
 KURURU取扱規則等の一部改正(案）について 

 

１ 改正の理由 

令和７年３月に導入する東日本旅客鉄道株式会社のSuica機能が備わった

新しいKURURUの運用開始に伴う、現行KURURUの効力を明記するため、

KURURU取扱規則、KURURUポイント取扱規則、おでかけパスポート取扱

規則、高山村ふれあいパスポート取扱規則、飯綱町IIZUNAであるきバスカ

ード取扱規則及び小川村まめってぇバスカード取扱規則の一部を改正する

もの 

 

２ 改正案の主な内容 

(1)KURURU取扱規則 → 旧KURURU取扱規則に名称変更 

項目名 条文番号 一部改正の内容 

(効力) 第１条 （新設） 

令和７年１月31日までに協議会が発行した別表１

のカード（旧KURURU）について適用し、別表２

のカード（新KURURU）には適用しない旨を規定 

別表１ 

 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

（カードの

発売） 

第18条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

（カードの

発売箇所） 

第20条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

（カード発

売額） 

第21条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

  

資料１－１ 



(2)KURURUポイント取扱規則 → 旧KURURUポイント取扱規則に名称変更 

項目名 条文番号 一部改正の内容 

(目的) 第１条 旧KURURU取扱規則改正に伴う旧KURURUポイン

トサービスの内容について規定 

 

(3)おでかけパスポート取扱規則 →旧おでかけパスポート取扱規則に名称変更 

項目名 条文番号 一部改正の内容 

(効力) 第１条 （新設） 

令和７年１月31日までに協議会が発行した別表１

のカード（旧おでかけパスポート）について適用

し、別表２のカード（新おでかけパスポート）に

は適用しない旨を規定 

別表１       別表２ 

 

 

 

 

（発行費） 第８条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

（カードの発

売） 

第10条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

（カードの発

行箇所） 

第11条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

  

(4)飯綱町IIZUNAであるきバスカード取扱規則 

(5)高山村ふれあいパスポート取扱規則 

(6)小川村まめってぇバスカード取扱規則 

項目名 条文番号 一部改正の内容 

(目的) 第１条 令和７年１月31日までに協議会が発行した旧

KURURU取扱規則に定める旧KURURUについて適

用する旨を規定 

（発行費） 第８条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 



（カードの発

売） 

第10条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

（カードの発

行箇所） 

第11条 （削除） 

１月31日の発売終了後の施行のため 

  

 

３ 施行期日 

   令和７年２月１日（土曜日） 

 

４ 新旧対照表 

   別紙のとおり 


